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はじめに 

 
 研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化を図り、
優れた成果の獲得や研究者の養成を推進し、社会・経済への還
元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、
極めて重要な活動である。中でも、大規模な研究開発その他の
国家的に重要な研究開発については、国の科学技術政策を総合
的かつ計画的に推進する観点から、総合科学技術会議が自ら評
価を行うこととされている（内閣府設置法 第２６条）。 
 
 このため、総合科学技術会議では、新たに実施が予定される
国費総額が約３００億円以上の研究開発について、あらかじめ
評価専門調査会が、必要に応じて専門家・有識者を活用し、府
省における評価結果も参考として調査・検討を行い、その結果
を受けて評価を行い、その結果を公開するとともに、評価結果
を推進体制の改善や予算配分に反映させることとしている（総
合科学技術会議 平成１５年３月２８日）。 
 
 「南極地域観測事業」は、昭和３０年度の閣議決定に基づき、
南極地域観測統合推進本部を中心に関係省庁が連携し、南極条
約に基づく国際協力により南極観測を実施しているものである。
平成１６年度予算概算要求において、平成１９年度に船齢２５
年を迎え退役を予定する南極観測船「しらせ」の後継船の建造
（総額３９９億円）及び同年度に耐用飛行時間を満了するヘリコプ
ターの後継機の調達（総額１２０億円）が提案された。総合科学技
術会議では、「しらせ」後継船の建造とヘリコプター後継機の調
達はもとより、南極地域観測事業そのものを対象とし、評価専
門調査会において当該分野の専門家や有識者を交え調査・検討
を行い、その結果を踏まえて評価を行った。 
 
 本報告書は、この評価結果をとりまとめたものである。総合
科学技術会議は、本評価結果を関係大臣に意見具申し、推進体
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制の改善や資源配分への反映を求めるとともに、評価専門調査
会においてその実施状況をフォローすることとする。 
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審議経過 
 
 ９月１１日 評価専門調査会 
       評価対象、担当議員・委員、進め方を確認 
 
 ９月２２日 第１回評価検討会 
       ヒアリング、追加質問と論点候補の抽出 
       ⇒追加質問を回収し府省へ対応を要請 
 
１０月 ６日 第２回評価検討会 
       追加ヒアリング、論点整理 

「しらせ」現状視察（横須賀、参加可能者のみ） 
       ⇒評価コメントを回収し中間とりまとめを作成 
 
１０月１５日 評価専門調査会 
       中間とりまとめの検討 
 
１１月１１日 第３回評価検討会 
       追加ヒアリング、評価検討報告書の作成 
 
１１月１９日 評価専門調査会 
       評価案の検討 
 
１１月２５日 総合科学技術会議 
       審議・結論 
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１．評価の実施方法 
 
（１）評価対象 

『南極地域観測事業』 
【文部科学省】 

 
○ 平成１６年度予算概算要求額：114 億円 

「しらせ」後継船：総額 399 億円 
ヘリコプター後継機（２機）：総額 120 億円 

○全体計画：継続事業･総額未定 
 
（２）評価目的 

南極観測船「しらせ」の後継船の建造及び現有ヘリコプ
ターの後継機の調達が新たに予算要求されたのに際し、国
の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、
南極地域観測事業の評価を行う。 

評価においては、後継船建造及び後継機調達に関する計画
はもとより、これまでの南極地域観測事業の成果及び今後の
展開について、その必要性、効率性、有効性等を検討する。 
 

（３）評価者の選任 
 評価専門調査会において、有識者議員、専門委員数名が
中心になり、さらに外部より当該分野の専門家、有識者の
参加を得て、評価検討会を設置した。 
 当該分野の専門家、有識者の選任においては、評価専門
調査会会長および会長により指名された評価検討会座長が
その任に当たったが、この際、予算概算要求段階において、
当該研究開発に参加が予定されている研究者を排除した。 

 
（４）評価時期 

 予算概算要求された大規模新規研究開発を対象とする評
価であり、その結果を推進体制の改善や資源配分に反映さ
せる必要があるため、予算概算要求提出後、９月より調査・
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検討を開始し、年内に評価結論を得ることとした。 
 
（５）評価方法 
① 過程 
○第１回評価検討会において、当該研究開発の担当課室長・

研究責任者（予定）から研究開発概要のヒアリング[参考１]
を行い、②の調査・検討項目を念頭に問題点や論点候補に
ついて議論した。これを踏まえ、評価検討会委員から追加
質問を回収し、府省へ対応を要請[補足１]した。 

○第２回評価検討会において、質問事項についての追加ヒア
リング[参考２]を行い、評価の視点(論点・考慮すべき事項)
について(案)[補足２]を参考にして、問題点や論点に対す
る考え方を議論した。また、評価検討会の数名により南極
観測船「しらせ」の現状を視察した。これを踏まえ、評価
検討会委員から評価コメントを回収[補足３]し、評価検討
中間取りまとめ[補足４]を作成した。 

○評価専門調査会において、評価検討中間取りまとめに基づ
き検討を行った。 

○第３回評価検討会において、府省から評価検討報告書（案）
に対する追加ヒアリング[参考３]を行い、評価検討報告書
[補足５]を作成した。 

○評価専門調査会において、評価検討報告書を踏まえて評価
案を検討し、総合科学技術会議本会議において、審議を行
い結論を得た。 

 
② 項目 

 評価検討会では下記項目について調査・検討した。 
Ａ．科学技術上の意義 

当該研究開発の科学技術上の目的・意義・効果。 
Ｂ．社会・経済上の意義 

当該研究開発の社会・経済上の目的・意義・効果。 
Ｃ．国際関係上の意義 

国際社会における貢献・役割分担、外交政策との整合
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性、及び国益上の意義・効果。 
Ｄ．計画の妥当性 

目標・期間・資金・体制・人材や安全・環境・文化・
倫理面等からの妥当性。 

Ｅ．成果、運営、達成度等 
投入資源に対する成果、運営の効率性、及び目標の達
成度等。評価結果の反映状況の確認等。 

（ただし、Ｅについては、新規研究開発であることから、
その内容を考慮。） 

 
③ その他 

 評価検討会は非公開としたが、資料は原則として検討会
終了後に公表し、議事録は発言者による校正後に発言者名
を伏して公表した。 

 
２．評価結論 
 
（１）総合評価 

「南極地域観測事業」は、南極条約に基づく南極観測を
国際分担し、南極地域観測統合推進本部を中心に関係省庁
が連携して実施しているものである。昭和３０年度の閣議
決定に基づき翌３１年度より第１次観測隊が越冬観測を行
い、昭和５１年度からは５か年計画の下で具体的なテーマ
や研究課題に沿って観測活動を実施、現在第VI 期５カ年計
画の下に第４４次観測隊が越冬中である。 
平成１６年度予算概算要求において、平成１９年度に船

齢２５年を迎え退役を予定する南極観測船「しらせ」の後
継船及び同年度に耐用飛行時間を満了するヘリコプターの
後継機の予算要求が行われた。今回の評価検討では、後継
船・後継機に関する計画はもとより、南極地域観測事業の
過去の実績及び将来計画を対象に評価を行った。 
まず、これまでの南極地域観測事業の学術的成果は、観

測計画の立案における公開性の低さ等が指摘されるものの、
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課せられてきた資源等の制約の下では、おおむね良好であ
る。また、南極地域観測事業は社会に夢を与える事業であ
り、その社会への働きかけや、インターネットによる事業
の公開等は概ね適切である。さらに、南極観測は１９５７
年の国際地球観測年に始まり、南極条約の下での国際共同
事業として推進されてきており、国際的な意義は大きい。 
したがって、南極地域観測事業は、これまでの観測成果

や国際貢献、科学技術上の意義、国際関係上の重要性、我
が国社会における存在価値等を総合的に勘案して、指摘事
項に適正に対処することを前提に、平成２０年度以降も継
続的に実施することが適当である。 
｢しらせ」後継船の建造は、代替案である「しらせ」の改

修による延命、他国の砕氷船への依存、航空機による輸送
の可能性及び費用対効果を比較した結果、適正であると判
断された。また、ヘリコプター後継機の調達は、他に代替
手段がないことから適正であると判断する。 

 
（２）指摘事項 
① 観測計画立案の視点とその公開性・国際性について 

南極は、地球の気象、海象及び地象において特別の意味
を持つ地域であり、我が国の南極地域観測の殆どはこの事
業を通じて行われていることから、南極地域観測基地は我
が国の地球観測にとって重要なプラットフォームである。
したがって、観測計画の立案に当たっては、観測項目の継
続性に配慮しつつも、地球観測や環境研究等の今後重要な
分野の幅広い研究者から観測項目を公募するなど、公開性
と透明性を確保する仕組みを作る必要がある。また、ボト
ムアップによる観測計画のみならず、我が国が優位であり
かつ国際的貢献が大きい観測項目をトップダウンで選定し、
両者を限られた資源の中で整合させる戦略的な観測計画の
立案が必要である。  
このため、具体的には、南極地域観測統合推進本部に南

極観測事業計画を策定する組織を設置し、総合科学技術会
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議の分野別推進戦略等に基づき関係府省の連携の下で提案
される観測課題、各省の定常観測課題、観測計画専門委員
会で集約される研究観測課題を総合的に調整して観測計画
を策定するとともに、その策定過程を公開することが適当
である。また、現行の観測計画専門委員会については、公
募の充実や検討過程の公開等の研究者への公開性の向上と、
分野横断的な課題への対応の仕組みを整備する必要が認め
られる。 
一方、科学技術の進展や国内外の社会経済動向への適切

な対応、国民への説明責任を果たすためにも、南極地域観
測統合推進本部に「外部評価委員会」を設置し、国内外の
幅広い分野の専門家や有識者による外部評価を定期的に実
施し、その評価結果を公表するとともに観測事業に反映さ
せる必要がある。 
我が国は、オゾンホールやオーロラの発生メカニズムの

解明等において優れた観測成果をあげており、また、多国
間の研究観測プロジェクトでも主要な貢献を行うなど、国
際的にも一定の評価を得ている。今後、南極観測における
我が国のリーダーシップを高めるために、我が国独自の学
術価値の高い成果の創出に努めるとともに、国際共同観測
プロジェクトの立案・推進や世界の環境研究プログラム等
への主体的な関与、南極条約下の各種委員会への参画や関
連国際学会との連携等を積極的かつ組織的に行ってゆく必
要がある。 
産業との連携については、南極という特殊環境の活用に

よる成果の創出や、外部資金・技術の導入が期待されるこ
とから、積極的に推進することは適当であるが、その規模
や範囲、観測事業における位置付け、費用負担や成果の帰
属について、十分な制度的準備が必要である。 

 
② 推進・支援体制の改革や整備について 

南極観測隊に参加する研究者には、観測・研究の推進に
加え、国際プロジェクトの連絡・調整から観測基地の設営・
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運営等、大きな負荷がかかっており、推進・支援体制の充
実が重要である。   
このため、定常観測の自動化・省力化等を図るとともに、

基地の設営・運営において民間委託を活用する等、効率的
な観測体制を検討する必要がある。また、自動観測装置や
新エネルギーの導入等の観測機器・設備の高度化に向け、
特に技術的側面において我が国が持つ高い能力を有効に利
用できる仕組みを作ることが必要である。  
一方、社会的な情勢変化の中で次世代研究者の南極観測

隊への参加が減少傾向にあることは否めない。多様な能力
を持った自立性の高い次世代研究者を育成する観点から、
資格要件を含めた観測隊員の募集の仕組みを見直すととも
に、教育体制の充実や幅広い分野の学生への情報発信も重
要である。 
南極地域観測事業を中心的に支援する国立極地研究所に

は、これらの機能強化の方策について十分な検討が求めら
れる。 

 
③ 将来に向けた輸送体制について 

後継船の建造においては、提案されている輸送能力の確
保や砕氷能力の向上、環境対応や測定機器の新鋭化等に加
え、今後の長期にわたる技術的進歩や国際的要請を念頭に
置き、例えば通信設備や環境対応仕様等の面で常に最新の
ものを装備できるような船の設計を、我が国の技術力を生
かして行う必要がある。また、後継船建造や後継機調達及
びその維持に関わる諸費用についても、国民への説明責任
を果たしうる透明性と説得性が求められる。 
砕氷船の運航においては、南極と大陸間の年２回輸送を

初め、極域観測や国際共同観測等、観測・輸送要求へ柔軟
に対応することが求められる。さらに、物資の輸送につい
ては、民間の活用も視野に効率的な体制を検討するととも
に、研究要員の輸送については、新たに開始された国際共
同による航空機の運航について更に充実を図っていく必要
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がある。 
 なお、南極地域観測事業における輸送コストは、砕氷船
の建造やヘリコプターの調達費用等を含めると、総事業費
の７割以上を占めている。今後、観測成果を充実するため
には、輸送コストの低減方策や資源配分バランスを慎重に
検討して行く必要が認められる。 

 
④ 情報の発信について 

 これまでの南極地域観測事業は、その業績や意義が必ず
しも広く社会に認知されていない。国内外の関係者や社会
に向けて戦略的な広報活動を充実させることが、極めて重
要と考えられる。 
まず、学術的な成果については、現状以上に積極的に国

内外の学会・学術誌等へ発信して行く必要がある。また、
観測事業で得られた資料（データ・試料等）は公開されて
いるが、各方面の研究者にとってさらに使い勝手の良い整
理が必要である。 
一方、国民への広報については、報道関係者の観測隊随

行やＮＨＫハイビジョン放送等の取り組みが高く評価され
る。今後、南極地域観測事業が主体となり、国立極地研究
所に新設された広報委員会や広報室を中心に、最近のメデ
ィアの発達や多様化を踏まえ、広報専門家も活用した戦略
的な国内外への広報活動を充実することが求められる。 

 



 

《補足資料》【省略】 
 
 
○ 府省への質問事項：補足１ 
 
 
○ 評価の視点(論点・考慮すべき事項)について(案)：補足２ 
 
 
○ 評価コメント：補足３ 
 
 
○ 評価検討結果の中間取りまとめ：補足４ 
 
 
○ 評価検討報告書：補足５ 
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第１回評価検討会府省提出資料：参考１ 
 
○ 南極地域観測事業 第１回評価検討会 

文部科学省海洋地球課 
○ 南極地域観測事業外部評価書 
○ 南極輸送問題調査報告書 
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第２回評価検討会府省提出資料：参考２ 
 
○ 第２回評価検討会－「南極地域観測事業」府省への質問事

項に対する回答－ 
文部科学省海洋地球課 

○ 南極地域観測協力の概要  
 
 
第３回評価検討会府省提出資料：参考３ 
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